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第
２
回
岡
谷
市
議
会
定
例
会
が
、

２
月
17
日（
木
）か
ら
３
月
16
日（
水
）

ま
で
の
28
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
、

平
成
23
年
度
の
予
算
審
議
を
は
じ
め
、

一
般
質
問
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

お
も
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆ 
人
事
案
件 

◆

▽
岡
谷
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
に
宮

澤
戴
二
氏
が
選
任
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

▽
岡
谷
市
教
育
委
員
会
委
員
に
草
間
吉
幸
氏
が
選
任

同
意
さ
れ
ま
し
た
。

▽
岡
谷
市
湊
財
産
区
管
理
委
員
に
７
人
が
選
任
同
意

さ
れ
ま
し
た
。

◆ 

条
例
等 

◆

▽
以
下
の
条
例
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

●
岡
谷
市
文
化
会
館
条
例
等
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

●
岡
谷
市
特
別
会
計
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

●
岡
谷
市
手
数
料
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

●
岡
谷
市
学
童
ク
ラ
ブ
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

●
岡
谷
市
福
祉
医
療
費
給
付
金
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

●
岡
谷
市
医
師
確
保
就
業
支
援
助
成
金
条
例

●
岡
谷
市
基
金
の
設
置
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る

条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

●
岡
谷
市
土
地
開
発
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

●
岡
谷
市
育
英
基
金
の
設
置
、
管
理
及
び
処
分
に
関

す
る
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

◆ 

平
成
22
年
度
補
正
予
算 

◆

▽
保
育
園
お
よ
び
小
中
学
校
へ
の
エ
ア
コ
ン
設
置
な
ど

の
経
費
、
緊
急
経
済
対
策
と
し
て
、
各
種
補
助
金

な
ど
を
有
効
に
活
用
し
つ
つ
、
切
れ
目
な
く
効
果

的
な
対
策
を
講
じ
る
た
め
の
事
業
な
ど
、
７
億

　

１
３
２
４
万
１
千
円
を
追
加
し
、
一
般
会
計
総
額

を
２
１
６
億
１
２
０
４
万
６
千
円
と
す
る
補
正
予

算
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

◆ 

平
成
23
年
度
予
算 

◆

▽
岡
谷
市
一
般
会
計
予
算
（
２
０
２
億
円
）、
７
つ
の

特
別
会
計
、
３
つ
の
事
業
会
計
予
算
が
そ
れ
ぞ
れ

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

◆ 

一
般
質
問 

◆

▽
14
人
の
議
員
か
ら
一
般
質
問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

お
も
な
質
問
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
湖
畔
若
宮
地
区
計
画
に
つ
い
て

●
公
共
施
設
の
使
用
料
金
に
つ
い
て

●
不
況
下
に
お
け
る
市
内
中
小
零
細
企
業
の
仕
事
確
保

（
受
注
）と
雇
用
実
態
と
支
援
策
に
つ
い
て

●
湖
周
都
市
合
併
に
つ
い
て

●
若
年
者
の
雇
用
対
策
と
地
域
の
活
性
化
に
つ
い
て

●
ま
る
み
つ
百
貨
店
に
見
る
地
方
都
市
の
店
舗
の
閉

店
の
影
響
と
岡
谷
市
の
現
状
に
つ
い
て

●
定
住
自
立
圏
構
想
に
つ
い
て

●
岡
谷
市
病
院
事
業
に
つ
い
て

●
県
道
下
諏
訪
辰
野
線
に
つ
い
て

●
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
支
援
す
る
施
策
の
充
実
に
つ
い
て

●
新
年
度
予
算
に
つ
い
て

●
地
方
自
治
に
つ
い
て

●
新
年
度
予
算
と
市
長
の
政
治
理
念
に
つ
い
て

●
国
民
健
康
保
険
事
業
に
つ
い
て

◆ 

意
見
書
・
決
議
書 

◆

▽「
平
成
23
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
対
し
、
政

府
に
総
力
支
援
を
求
め
る
こ
と
及
び
被
災
地
の
復

旧
復
興
に
全
面
協
力
を
表
明
す
る
決
議
」
が
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

市
議
会
の
会
議
録
は
、岡
谷
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い

市議会定例会を開催

補助の内容

補助対象団体
●まちの賑わいづくりを目的に組織された団体（＊注）
（＊注）構成員5人以上で、その過半数が岡谷市内に在住、在勤、在学し、
市内で継続的に活動することを目的とする市民活動団体など。

●区または複数区で組織した団体
●主たる事務所が市内にあるＮＰＯ法人
事業の例（想定）
●輝くまちづくり事業…子ども相撲大会のための土俵を整
備、花見イベントのための花壇整備　など

●賑わいづくり事業…まちなか寄席、まちかどコンサート、
特産品料理教室　など
申請期限…6月10日（金） お気軽にご相談ください。
※提出された申請は「輝くまち賑わい創出事業審査会」で審
査を行い、助成の可否を決定します。

　市は、多くの人の参加によって、まちの賑わいが期待できたり、地域の継続的な活力アップにつながるイベントや施設整
備などを支援します。市民が企画し実施する自主的な活動を補助し、市民がいきいきとくらすことができるまちをめざします。

問合せ●ブランド推進室（内線1492）

◎◎◎◎◎◎◎◎「輝くまち賑わい創出事業補助金」が活用できます ◎◎◎◎◎◎◎◎

事業の区分 補助率など 補助対象経費

輝くまちづくり事業
賑わいを創出するための
施設整備など（ハード）

補助対象経費の
２分の１以内
限度額５０万円
（補助期間：３年）

施設改修・整備費・そ
のほか消耗品など

賑わいづくり事業
賑わいを創出するための
イベントなど（ソフト）

補助対象経費の
３分の２以内
限度額２０万円
（補助期間：２年）

消耗品費・印刷製本
費・保険料・会場等賃
借料・広告宣伝費
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問合せ●企画課（内線１５２６）平成２2年度　行政評価の取り組み

　行政評価とは、行政サービスの効果を客観的に評価し、評価結果に基づいた改善を、次の計画・実施に反映させる
ことにより、行政の効果的・効率的な運営を図るものです。民間の経営管理手法（ＰＤＣＡマネジメントサイクル）を実践し、
市民のみなさんの満足度を向上させることをめざしています。
　岡谷市では、次の３つの目的に重点を置いて、行政評価を行っています。
　① 職員の意識改革・政策形成能力の向上　　② 事務事業執行の改革改善
　③ 重要性の低い事業の休廃止・事業の優先順位付け

〈事務事業の具体的な改革・改善例〉

1 事務事業評価
　21年度に実施した６85事務事業について、妥当性・有効性・
効率性の視点から評価しました。評価の結果（改革・改善案）は、
２2年度に事務事業を行う際に活用しました。

2 施策評価　※施策＝目的の似た事務事業をいくつかまとめた単位
　21年度に実施した41施策について、施策の進捗状況
や、施策を構成する事務事業の優先度を評価しました。
評価の結果（事務事業の優先度）は、平成２3年度予算編
成・組織検討の参考とし、また、２3年度に施策を行う際
の基本的な考え方になります。

3 外部評価
　市の職員が行う評価の客観性・信頼性を確保し、行政
評価に市民の視点を取り入れることを目的として、外部評
価委員会が都市整備に関する８施策について、市民の視
点から積極的に審議を行い、３月１４日に今井市長に報告
書を提出しました。

4 今後の進め方
　行政評価の結果（評価表）は、決算審査や次年度の予
算編成・組織検討の際に参考資料として使用するほか、「第
４次岡谷市総合計画」の進行管理を行う手段として有効に
活用できるよう、評価表の内容を充実させます。

　平成２2年度のすべての評価結果は、市ホームページ、
市役所１階情報公開コーナーで公表しています。

事務事業名 具体的な改革・改善の内容（抜粋）
観光情報提供
事業

エージェントを活用したパンフレットの配信などを実施すると
ともに、インターネットの情報量を増やしアクセスを増やす。

高年齢者等雇用
促進事業

高年齢者の就職支援については、再就職支援セミナーの
開催および受講者などに対する個別相談を実施していく。

農業振興事業
地元農産物の消費拡大に向けて、学校給食、直売所利用
を増やしていく。

福祉有償運送
運営協議会
事業

福祉有償運送運営協議会において、一般の輸送事業のほ
か、シルキーバスや福祉タクシーなど移動困難者の輸送手
段について協議していく。

近代化産業遺
産活用事業

岡谷市において10年ぶりにシルクサミットを開催し、近代
化産業遺産を活用した取り組みをPRする。

スケートのまち
づくり事業

平成22年度より、競技者人口の拡大および競技者の技術
力向上を目指した『アスリートサポート事業』を実施する。

道水路等
維持補修事業

市道の路面性状調査および構造物の破損箇所調査に基づ
き緊急性を見定め修繕を実施する。

問合せ●塩嶺野外活動センター
☎２3-８028問合せ●テクノプラザおかや ☎２1-7000

市の施設の使用料改定のおしらせ（7月より）

●テクノプラザおかや

営利目的使用の料金を改定します（7月1日使用分から適用）。ご理解
とご協力をお願いします。なお、一般使用料は変更ありません。詳し
くはお問い合わせください。

●塩嶺野外活動センター キャンプ場
区分 使用時間 料金

日帰りキャンプ（10人以下）午前9時～午後5時 500円

宿泊キャンプ（1泊1張）
午前9時～
翌日の午前9時

750円

人数や目的に応じ、利用しやすい料金に見直しま
した。
※日帰りキャンプで10人を超える場合、10人増
すごと500円が加算されます。
※貸し出し用テントを利用する場合は、1張750
円を別途申し受けます。

区分
午前9時～
午後0時30分

午後0時30分～
5時30分

午後5時30分～
9時30分

大研修室兼展示場 営利 13,000 円 18,600 円 15,000 円
ＩＴ支援室 営利 8,600 円 12,400 円 10,000 円
商談室 営利 2,200 円 3,200 円 2,600 円
人材育成研修室Ａ 営利 1,600 円 2,400 円 2,000 円
人材育成研修室Ｂ 営利 1,600 円 2,400 円 2,000 円
実習室 営利 1,600 円 2,400 円 2,000 円
異業種交流スペース 営利 2,200 円 3,200 円 2,600 円
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ま
ち
の
発
展
を
支
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
市

税
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
健
康
を
守
る
医

療
保
険
制
度
の
基
礎
で
あ
る
国
民
健
康
保

険
税
、
こ
れ
ら
全
て
が
岡
谷
市
を
支
え
る

大
切
な
財
源
で
す
。
市
で
は
、
税
負
担
の

公
平
性
を
維
持
す
る
た
め
に
滞
納
額
減
少

に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

税
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、
市
で

は
国
税
局
Ｏ
Ｂ
職
員
の
雇
用
に
よ
り
徴
収

体
制
強
化
を
図
り
、
納
税
秩
序
の
維
持
と

税
の
公
平
性
を
確
保
し
ま
す
。

　

滞
納
が
発
生
す
る
と
職
員
が
昼
夜
を
問

わ
ず
滞
納
整
理
に
あ
た
り
、
こ
れ
に
か
か

る
督
促
・
催
告
業
務
や
人
件
費
に
は
、
納

税
者
の
貴
重
な
税
金
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

す
べ
て
の
税
金
を
納
期
限
内
に
納
め
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
滞
納
整
理
に
か
か
る
業
務
経

費
が
不
要
と
な
り
、
そ
の
費
用
を
市
民
の

よ
り
良
い
暮
ら
し
の
た
め
に
有
効
利
用
で

き
ま
す
。
納
期
限
内
の
納
税
に
、
ぜ
ひ
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

　

税
金
に
は
各
期
ご
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
納

期
限
が
あ
り
ま
す
。
納
期
限
に
つ
い
て
は
、

お
手
元
の
納
税
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
納
付
方
法
は
納
税
通
知
書
な
ど
に

よ
り
現
金
で
納
め
る
方
法
と
口
座
振
替
で

納
め
る
方
法
が
あ
り
、
納
付
場
所
に
つ
い
て

は
市
役
所
、
各
支
所
、
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ

ニ
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
納
税
通

知
書
の
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

納
税
者
が
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
い
な

い
状
態
を
「
滞
納
」
と
い
い
、
そ
の
ま
ま
に

し
て
お
く
と
、
本
来
納
め
る
税
額
以
外
に

督
促
手
数
料
、
延
滞
金
を
納
め
る
こ
と
に

な
る
ほ
か
、
滞
納
処
分
を
受
け
、
強
制
的

に
税
金
の
徴
収
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
滞
納
処
分
は
法
律
で
定
め
ら
れ
て
お

り
、
本
人
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
執
行
さ

れ
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
事
情
で
、
市
税
を
納
付
期

限
ま
で
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、

分
割
で
の
納
付
や
、
納
期
限
の
延
長
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
な
お
、
都
合
に
よ
り
来
庁

で
き
な
い
場
合
は
、
職
員
が
訪
問
し
て
相

談
を
受
け
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
病
気
や
ケ
ガ
で
働
け
な
く
な
っ
た

●
失
業
や
事
業
不
振
な
ど
で
生
計
が
維
持

で
き
な
く
な
っ
た

●
災
害
や
盗
難
で
損
害
を
受
け
た

　

市
税
な
ど
の
納
付
に
は
、
納
め
忘
れ
が

な
く
、
納
付
の
手
間
も
省
け
る
口
座
振
替

が
便
利
で
す
。
お
申
込
み
は
、
市
役
所
ま

た
は
各
支
所
、
金
融
機
関
に
あ
る「
市
税
等

口
座
振
替
依
頼
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
取
扱
い

金
融
機
関
な
ど
、
詳
し
く
は
税
務
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

土・日と 夜 間 の 納 税 相 談 窓 口 を 開 設 し ま す
納税相談のほか、市税などの納付もできます。休日や仕事帰りにご利用ください。

◆土・日納税相談
　日時…5月14・15・21・22・28・29日の午前９時～午後５時

◆夜間納税相談
　期日…5月9日～31日の平日　時間…午後５時～８時

公
平
な
納
税
の
た
め
に

税
金
は
い
つ
ま
で
に
ど
こ
で
納
め
る
の
？

国
税
局
Ｏ
Ｂ
職
員
に
よ
る
滞
納
処
分
強
化

滞
納
整
理
に
も
税
金
は
使
わ
れ
て
い
ま
す

税
金
を
滞
納
す
る
と
ど
う
な
る
の
？

納
税
が
困
難
な
時
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

便
利
な
口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す

5月は滞納整理強化月間です
納 め 忘 れ は あ り ま せ ん か ？

問合せ●税務課（内線１１３８）

※いずれも相談窓口は、市役所１階納税相
　談室です。（1階西口からお入りください）

「障害年金加算改善法」施行について
　これまでは障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者
によって生計を維持している配偶者や子どもがいる場合で、障害
等級１級または２級に該当する人に加算を行っていましたが、４月
施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金を
受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者
や子どもがいる場合にも届出により加算を行うことになりました。
児童扶養手当の受給にも関係してきます
　両親の一方が障害等級１級相当に該当する場合、障害年金へ
の加算か児童扶養手当のいずれかで受給変更が可能です。児童
扶養手当は、社会福祉課にて８月３１日までに手続きしてください。

児童扶養手当額の改定
　法令の改正により、母子家庭･父子家庭、障害者家
庭などに支給されている児童扶養手当額が４月分（8月
支給）から変更となりました。
　4月以降の手当額は、全国消費者物価指数の対前年
比率（マイナス０．７％）など社会状況を考慮し、平成２２
年度の手当額よりマイナス０．４％に改定され、児童第１
子について、全部支給の場合は「月額４１,５５０円」に、
受給資格者の所得による一部支給の場合は「月額
４１,５４０円～９,８１０円」に改定されました。
　児童第２子以降の加算額については変更ありません。

問合せ●社会福祉課（内線１２５８・１２５９） 問合せ●岡谷年金事務所 ☎２３-３６６１・社会福祉課（内線１２５８）
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コンビニ納付　市税がコンビニで納付できます

いつでもドコデモ簡単納付　長野県で一番納付環境が整っているまち、それが岡谷市

　税金が、全国のおもなコンビニエンスストアで、時間
や曜日を気にすることなく納付できます。土・日・祝日、
夜間も納付できますので、ご利用ください。

◎コンビニで納付できる市税
　●固定資産税　　　●軽自動車税
　●国民健康保険税　●市県民税（普通徴収）
※注意…納付の際は、納付書に記載されている期別と納期
限を確認のうえ、間違いのないよう期別の順に各納期限
までに納付してください。
◎次の場合はコンビニエンスストアでは納付できません
ので、納付書裏面に記載されている金融機関などで
納付してください。
●納付書に記載されている納期限（コンビニ利用可能
期限）を過ぎた場合 
●平成22年度以前に課税された市税を納付する場合 
●納付書1枚の金額が30万円を超える場合 
●納付書にコンビニ納付用バーコードが
　印刷されていない場合 問合せ●税務課（内線１１３５）

好評のクレジット納付
軽自動車税の納付は、
便利で簡単なクレジット納付をご利用ください

●ご利用期間…５月１日（日）～31日（火）　　　
●携帯電話からもご利用いただけます！
　パソコンから…http://koukin.yahoo.co.jp/
　携帯電話から…http://koukin.mobile.yahoo.co.jp/

◎インターネットにアクセスできれば、24時
間、土・日・祝日、いつでもどこからでも
支払えます。

◎支払い方法が一括払い、分割払い、リ
ボ払いから選べます。

◎クレジット会社所定のポイントがたまります。

クレジットカードならではのメリット

●取扱カードブランド

【
軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て
】

◆
減
免
対
象

●
身
体
障
害
者
が
取
得
ま
た
は
所
有
し
て
運

転
す
る
軽
自
動
車

●
身
体
障
害
者
が
取
得
ま
た
は
所
有
し
、
家

族
な
ど
日
常
的
に
介
護
す
る
人
が
運
転
す

る
軽
自
動
車

●
年
齢
18
歳
未
満
の
歩
行
困
難
な
障
害
者

（
身
体
、
精
神
、
知
的
）と
と
も
に
生
活
す

る
家
族
が
所
有
す
る
軽
自
動
車

※
障
害
の
等
級
に
よ
っ
て
対
象
に
な
ら
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

手
続
き
期
間
…
納
税
通
知
書
の
到
着
か
ら
納
期

限
の
１
週
間
前【
５
月
25
日（
水
）】ま
で
に
手

続
き
が
必
要
で
す
。

申
請
…
税
務
課
窓
口
４
番
に
て
受
付
（
各
支
所
、

駅
前
出
張
所
で
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
）

手
続
き
に
必
要
な
も
の

●
納
税
通
知
書　

●
運
転
者
の
運
転
免
許
証

●
印
鑑　

●
障
害
者
手
帳

●
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証

●
通
院
医
療
費
受
給
者
番
号
が
記
載
さ
れ
て

い
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

※
１
回
の
申
請
で
、
毎
年
度
継
続
し
て
減
免
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
４
月

１
日
現
在
、
以
下
に
該
当
す
る
場
合
は
、
あ

ら
た
め
て
申
請
す
る
必
要
が
あ
る
か
、
減
免

が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

〈
新
た
に
申
請
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
〉

●
軽
自
動
車
を
乗
り
換
え
て
い
る

●
障
害
者
本
人
と
運
転
者
が
異
な
る
場
合

で
、
運
転
者
に
変
更
が
生
じ
た
場
合

〈
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
〉

●
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
場
合

●
軽
自
動
車
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合

●
障
害
者
手
帳
が
返
却
さ
れ
た
場
合
（
障
害

者
で
な
く
な
っ
た
場
合
）

問
合
せ
●
税
務
課（
内
線
１
１
２
６
）

地
震
被
災
者
の
み
な
さ
ん
へ

　

国
税
に
関
す
る
相
談
は
、
被
災
者
の
納
税

地
の
税
務
署
以
外
で
も
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

青
森
、
岩
手
、
宮
城
、
福
島
、
茨
城
各
県
の

納
税
者
の
国
税
に
関
す
る
申
告
・
納
付
に
つ
い

て
、
期
限
の
延
長
が
決
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ

以
外
の
地
域
で
も
、
交
通
途
絶
な
ど
に
よ
り
、

申
告
・
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
期
限
延
長

が
認
め
ら
れ
ま
す
。
状
況
が
落
ち
つ
い
た
後
、

最
寄
り
の
税
務
署
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
還
付
金
の
受
け
取
り
に
つ
い
て
】

　

す
で
に
申
告
を
行
っ
て
い
る
被
災
者
が
、

還
付
金
の
支
払
時
期
な
ど
を
確
認
す
る
場
合

も
、
最
寄
り
の
税
務
署
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
納
税
証
明
書
の
交
付
に
つ
い
て
】

　

最
寄
り
の
税
務
署
で
も
納
税
証
明
書
の
交

付
申
請
書
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
な
お
、
交
付
ま
で
に
多
少

日
数
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
●
諏
訪
税
務
署
総
務
課
☎
５
２-

１
３
９
０


